
山の辺土地区画整理事業
の都市計画変更

令和3年11月28日
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第２工区

第１工区
Ｂ工区

第１工区
Ａ工区

山の辺土地区画整理事業の概要
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山の辺土地区画整理事業 施行区域



第1工区A工区
（施行中）

第1工区B工区・
第2工区

（未整備区域）
都市計画決定(S43)

山の辺土地区画整理事業の進捗

山の辺土地区画整理事業
施行区域

長期未着手施行中

約97％完了

都市計画変更
（未整備区域廃止）
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施⾏区域の都市計画決定
（第1工区・第2工区）
昭和43年5⽉4⽇

⼟地区画整理事業の事業認可
（第1工区）
昭和45年3⽉6⽇

現在、第1工区Ａ工区を施⾏中

第1工区
Ａ工区

（施行中）

第2工区
（未整備区域）

第1工区Ｂ工区
（未整備区域）

未整備区域廃止の要因（環境の変化）
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• 社会情勢の変化

少子高齢化が進行しており、市の人口も減少している

（大規模な住宅供給・需要の低下）

• 経済情勢の変化

土地価格が下落し、工事費が高騰しており、事業による効果よりも費用の方が高
い（事業の効果は見込めない）

70,531 

64,267 

62,500

65,000

67,500

70,000

72,500

H
11

H
12

H
13

H
14

H
15

H
16

H
17

H
18

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

H
31 R2

市の人口推移

6.4％ 6.7％ 3.8％

50.2％
52.0％

57.4％

0
1,000
2,000
3,000
4,000

H
7

H
12

H
17

H
22

H
27 R
2

R
7

R
12

R
17

R
22

R
27

65歳〜
15〜64歳
〜14歳

本地区の年齢別人口

田部町、別所町、三島町、櫟本町、石上町、小田中町の合計
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石上町の地価公示推移
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公共事業の建設物価
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千円/㎡ 指数

※R3.11.1現在：63,266人



未整備区域廃止の要因（長期未着手の課題）

土地区画整理法76条と都市計画法53条による建築物や土地活用
の制限が長期に渡り課されています
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都市計画法５３条（第２工区）
堅牢な建築物や大規模な建築物の建築が制限されています

土地区画整理法７６条（第１工区Ｂ工区）
土地区画整理事業の支障となる建築行為や開発行為が制限されています

・２階以下
・地階がない
・木造、鉄骨造、コンクリート造等

・３階以上
・地階がある
・鉄筋コンクリート造等

・土地区画形質の変更（切土・盛土等）
・建物及び工作物の新築・増築・改築等
・移動の容易でない物件の設置と堆積

未整備区域内の都市計画道路の廃止

未整備区域の廃止に伴い、
土地区画整理事業と合わせ
た整備を行う計画であった
２路線を廃止します
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田部別所線

天理停車場線



未整備区域の廃止に伴う建築規制の解除
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制限区分 都市計画道路
路線内 路線外

土地区画整理法
76条

都市計画法
53条

存続する都市計画道路
(奈良天理桜井線・別所喜殿線・勾田櫟本線)

存続する都市計画道路の計画路線内で建築
行為等を行う場合、土地区画整理法76条に
よる制限は解除されますが、

都市計画法53条による制限は継続します

別所喜殿線

継 続 解 除

解 除 解 除

存続する都市計画道路の計画路線外で建築
行為等を行う場合、

土地区画整理法76条と都市計画法53条に
よる制限は解除されます

未整備区域内での環境改善に向けた取組みの例

【生産緑地の追加指定】
市全域を対象に申込受付期間を設定
（営農義務は３０年間）

【環境改善に向けた取組み（例）】

• 道路改築
地元要望箇所のうち、優先度の高い
箇所を前倒しで実施

• 効果的な交通安全対策
通学路等の横断歩道強調標示を実施
カーブミラーや防護柵も要望があれ
ば優先的に実施
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舗装改築

舗装改築

横断歩道強調標示

外側線設置



見直しのスケジュール
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本日見直し方針に関する説明会

事業計画変更手続き
（第１工区B工区廃止）
都市計画変更手続き
（第１工区B工区・第２工区廃止）

令和3年度

令和4年度

令和5年度

事業計画変更認可

（第１工区B工区廃止）

公聴会（都市計画変更）

都市計画審議会

告示・縦覧

都市計画決定（第１工区B工区・第２工区廃止）

ご清聴ありがとうございました
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天理市 建設部 都市整備課 区画整理推進室

ご理解とご協力の程よろしくお願い致します

ご意見・ご質問があれば承ります


